
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆新たに以下の助成金が電子申請の対象に 

厚生労働省の雇用関係助成金については、電子申請

ができます。今年の４月から利用開始となった雇用関

係助成金ポータルは当初、キャリアアップ助成金（正

社員化コース）とトライアル雇用助成金（一般トライ

アルコース）のみでしたが、６月 26日より、以下の助

成金が新たに電子申請の対象となりました。 

労働移動支援助成金／中途採用等支援助成金／ト

ライアル雇用助成金 

地域雇用開発助成金／人材確保等支援助成金／通

年雇用助成金 

キャリアアップ助成金／両立支援等助成金／人材

開発支援助成金 

 

◆電子申請でできること 

窓口への訪問が不要になり、時間問わず申請可能で

す。また、一度入力した情報の一部は繰り返し自動で

反映させることができ、現状の申請状況や過去の申請

履歴を確認することもできます。 

 

◆電子申請の流れ 

電子申請のログインＩＤとして使用するため、まず

はＧビスＩＤを取得する必要があります（初回のみ）。

ＧビスＩＤの取得ができたら、助成金を探し、申請書

に必要記載事項を入力して申請します。 

雇用関係助成金には、様々な目的に合わせた助成金

がありますので、自社に合った助成金コースを、取組

内容や対象者、関連キーワードなどから検索して探す

ことができます。 

※ＧビスＩＤとは？ 

行政手続等において手続きを行う法人を認証する

ための仕組みのことです。これまでの多くの法人向け

オンライン行政サービスでは、手続システムごとにＩ

Ｄ・パスワードを作成する必要があり、利用者のアカ

ウントの管理が煩雑でしたが、１つのＩＤ・パスワー

ドで本人確認書類なしで様々な政府・自治体の法人向

けオンライン申請（補助金申請、社会保険手続、各種

認可申請など）が可能になります。 

 
【厚生労働省「雇用関係助成金ポータル」】 

https://www.esop.mhlw.go.jp/ 

 

 

 
 
◆社会保険上の取扱い 

今年６月 27日に、「標準報酬月額の定時決定及び随

時改定の事務取扱いに関する事例集」に以下の問答が

追加されました。 

問 事業主が長期勤続者に対して支給する金銭、金券

又は記念品等（以下「永年勤続表彰金」という。）

は、「報酬等」に含まれるか。 

答 永年勤続表彰金については、企業により様々な形

態で支給されるため、その取扱いについては、名称

等で判断するのではなく、その内容に基づき判断を

行う必要があるが、少なくとも以下の要件を全て満

たすような支給形態であれば、恩恵的に支給される

ものとして、原則として「報酬等」に該当しない。 

ただし、当該要件を一つでも満たさないことをも

って、直ちに「報酬等」と判断するのではなく、事

業所に対し、当該永年勤続表彰金の性質について十

分確認した上で、総合的に判断すること。 

 

雇用関係助成金ポータルの対象助成金

が増えました！ 

永年勤続表彰金の社会保険、労働保険 

および課税上の取扱い 

2023 年 7 月号 

連絡先：〒573－1105  

大阪府枚方市南楠葉 2丁目 32-9 

電話 ： 080-4649-2551   

ｅ－ｍａｉｌ：sr-ooi@lapis.plala.or.jp 

 



 

 

【永年勤続表彰金における判断要件】 

① 表彰の目的 

企業の福利厚生施策又は長期勤続の奨励策と

して実施するもの。なお、支給に併せてリフレッ

シュ休暇が付与されるような場合は、より福利厚

生としての側面が強いと判断される。 

② 表彰の基準 

勤続年数のみを要件として一律に支給される

もの。 

③ 支給の形態 

社会通念上いわゆるお祝い金の範囲を超えて

いないものであって、表彰の間隔が概ね５年以上

のもの。 

 

◆労働保険上の取扱い 

行政手引 50502によると、「勤続年数に応じて支給

される勤続褒賞金は、一般的には、賃金とは認められ

ない。」とされています。 

 

◆課税上の取扱い 

国税庁のタックスアンサーNo.2591 によると、創業

記念で支給する記念品や永年にわたって勤務してい

る人の表彰に当たって支給する記念品などは、一定の

要件を満たしていれば、給与として課税しなくてもよ

いことになっています。 

ただし、記念品の支給や旅行や観劇への招待費用の

負担に代えて現金、商品券などを支給する場合には、

その全額（商品券の場合は券面額）が給与として課税

されます。 

 
【厚生労働省「「標準報酬月額の定時決定及び随時改定

の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について」（令

和５年６月 27 日事務連絡）】 

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230629T0

010.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に

採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

 

31 日 

○ 個人事業税の納付＜第１期分＞［郵便局または銀

行］ 

○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付＜第２期分

＞［郵便局または銀行］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告

書の提出 

［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でな

い場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞ 

［公共職業安定所］ 

 

 

 
 

8 月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 


